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一時集合場所とは（●のところ）

大地震が発生した直後に、建物の外
に退避して、最初に集合する近くの公
園や広場などです。
地図中の●の場所は各町会で話し
合って決めます。まちの様子の変化に
合わせて随時見直します。
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総会

研修会

訓練に向
けた準備

訓練・
練習

ふりかえり

来期取組
企画・計
画



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

「避難行動要支援者」 対象者

１級又は２級の身体障害者を所持する視覚障害者（児）、聴覚障害者（児）、
肢体不自由者（児）

A 判定の療育手帳を所持する者（児）

要介護３・４・５の認定を受けている者

１級の精神障害者保健福祉手帳を所持する者（児）

岸和田市に居住し、生活の基盤が自宅にある「要配慮者」の中で、自ら支援を希望し、
個人情報を提供することに同意した者
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岸和田市役所と
情報連携します。

修斉校区自主防災無線が何
らかの事情で活用できない場
合は、徒歩あるいは自転車で
情報連携します。

固定電話・携帯電話が使える状況であれば、
それを活用して情報連携します。

岸和田市役所

葛城町

北阪町

修斉小学校指定避難所
（校区災害対策本部）

阿間河滝町

土生滝町

神須屋町

八田町

真上町
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葛城町

北阪町

修斉校区自主防災無線網

修斉小学校
（校区災害対策本部）

阿間河滝町

土生滝町

神須屋町

八田町

真上町
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発災

出火はないか・
救助の必要な
人はいないか

火災が起きてい
たら初期消火、

避難誘導
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この修斉校区地区防災計画は、まちづくり初動期活動サ
ポート助成（（公財）大阪府都市整備推進センター）を
受け作成しました。


